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＜第 34 回通常総会審議結果の概要＞ 
  第 34 回通常総会が 5 ⽉ 26 ⽇（⽇）東松⼭市⺠⽂化センター（⼤会議室）において⾏

われました。 
出席者 22 名、議決権⾏使者 96 名、委任状提出者 101 名の合計 219 名で、全組合員数
236 名、全議決権数 238 名で、全ての議案決議に必要な要件を満たすことが確認され、
適正に開催されました。 
 同議事録の開⽰は７⽉以降を予定しております。閲覧を希望される⽅は事前に管理事
務所の窓⼝にお問い合わせ下さい。 
 

  賛否結果は、組合員及び議決権の過半数をもって可決（規約第 49 条） 
・第 1 号議案：2023 年度事業報告 

          拍⼿多数により   可決 
 ・第 2 号議案：2023 年度決算報告 
        監査報告(2023 年度会計・業務監査報告) 
          拍⼿多数により   可決 

・第 3 号議案：管理棟地下室への⾬⽔侵⼊防⽌壁設置⼯事 
   賛成 217/ 反対 1  挙⼿採決  可決 

・第 4 号議案：⽀障樹⽊(ケヤキ 2 本)の伐採撤去⼯事 
   賛成 203/ 反対 13  挙⼿採決 可決 

・第 5 号議案：インターロッキング等補修⼯事 
   賛成 217/ 反対 2  挙⼿採決  可決 
 ・第 6 号議案：⽕災保険の更新について 
   賛成 212/ 反対 7  挙⼿採決  可決 

・第 7 号議案：2024 年度事業計画・予算案 
   賛成 212/ 反対 2  挙⼿採決  可決 

・第 8 号議案：2024 年度役員の選出 
           拍⼿多数により   可決 
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(3)  IT 委員会（5/19） 
・サーバー運⽤状況  HP アクセス数 2,091 件（5 ⽉） 
・階段掲⽰・広報掲載 5 件（5 ⽉） 
・HP 外部サイトリンク切れ なし 
・次年度の課題について 
・各委員会へのサポートについて 
 

 
(その他) 
 
＜第 34 回通常総会での質問への回答＞ 
  第 34 回通常総会について開催無効なのではないかとのご質問があり、窓⼝管理業務委

託先に確認をいたしましたので、下記回答いたします。 
 
質問：総会議案書の⾦額訂正通知が議決権⾏使書等の提出 1 ⽇前であったことは、開催要

件の不備であり、今回の総会は無効である。既に提出されている議決権⾏使書等の
書類も無効である。 

 
回答：収⽀予算及び収⽀決算報告は普通議決事項となります。普通議決事項は招集通知か

ら通常⼀般的に予⾒し得る範囲であれば許容されるため、その範囲の修正案につい
ては審議することができ、審議しなければならないことにもなります。そのため、
総会の継続は問題ありません。また、総会無効については法律上、決議の⼿続き⼜
は決議の内容に法令違反もしくは規約違反と認められる決議のこととなりますの
で、今回のケースは該当いたしません。 

 
＜⼤型家具家電等の搬⼊・搬出について＞ 

⼤型の物を搬⼊・搬出する際は、共有部分の破損に⼗分お気をつけいただきますよう 
お願いいたします。⼤きな破損がありますと、個別または業者に修繕費の実費のお⽀払いを 
お願いする場合がございます。皆様の⼤切な家具などを傷つけないためにもご協⼒のほど 
宜しくお願いいたします。併せて搬⼊・搬出業者への注意喚起もお願いいたします。 
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＜2024 年度役員紹介＞ 
 

 
前年度からの継続役員 2024 年度からの新役員 

役職名 ⽒ 名 号棟･号室 ⽒ 名 号棟･号室 

理事⻑   − － 

副理事⻑     

総務 

    

    

  
 

 
 

会計 
    

- -   

 
 
営繕環境 

 
 

    

    

    

監 事     

 
5/26 第 34 通常総会において 2024 年度の新役員の選出が可決されました。 
上記 20 名で今年度は活動しますので、皆様宜しくお願い致します。 


